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(57)【要約】
【課題】ピストン素材の鍛造において、ピンボス部にお
けるしわの発生を抑制する。
【解決手段】ランド部の裏面側にピンボス部が突設され
たアルミニウム合金製ピストン素材(1)を製造する方法
であって、一次素材(2)を１５％以上の据え込み率で冷
間据え込み加工して予備成形品(3)を成形する予備成形
工程と、前記予備成形品(3)を加熱して再結晶させる熱
処理工程と、熱処理した予備成形品(3)を熱間鍛造加工
し、ランド部からピンボス部を立ち上がらせる成形を行
ってピストン素材(1)を成形する本成形工程とを有する
。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランド部の裏面側にピンボス部が突設されたアルミニウム合金製ピストン素材を製造す
る方法であって、
　一次素材を１５％以上の据え込み率で冷間据え込み加工して予備成形品を成形する予備
成形工程と、
　前記予備成形品を加熱して再結晶させる熱処理工程と、
　熱処理した予備成形品を熱間鍛造加工し、ランド部からピンボス部を立ち上がらせる成
形を行ってピストン素材を成形する本成形工程と
を有することを特徴とするピストン素材の製造方法。
【請求項２】
　前記熱処理工程を本成形工程の予備加熱工程として行う請求項１に記載のピストン素材
の製造方法。
【請求項３】
　前記予備成形工程における冷間据え込み加工を２００℃以下の実体温度で行う請求項１
～２のいずれかに記載のピストン素材の製造方法。
【請求項４】
　前記熱処理工程において予備成形品を４００～４８０℃に加熱する請求項１～３のいず
れかに記載のピストン素材の製造方法。
【請求項５】
　前記本成形工程における熱間鍛造加工を４００～４８０℃の実体温度で行う請求項１～
４のいずれかに記載のピストン素材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は例えば、車両用エンジンのような内燃機関のピストン等として利用されるピ
ストン素材を製造するためのピストン素材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１に参照されるように、車両用のエンジンピストンとして用いられるピストン素材(1
)は、円形のランド部(11)の面側に、一対のスカート部(12)(12)と、一対のピンボス部(13
)(13)と、スカート部(12)(12)およびピンボス部(13)(13)間を連結するサイドウォール部(
14)(14)とが突出状に設けられたものが一般的であり、鍛造によって製造される（特許文
献１、２、非特許文献１参照）。
【０００３】
　鍛造用金型は、ピストン素材(1)の上面側を成形する上金型と、下面（裏面）側を成形
する下金型とを備え、下金型の成形孔には、スカート部、ピンボス部およびサイドウォー
ル部を形成するための溝部がそれぞれ設けられている。そして下金型の成形孔に鍛造素材
をセットしておいて、その鍛造素材に上金型を打ち込んで加圧することにより、鍛造素材
の所要部分を成形孔の各溝部に圧入させて、ピストン素材の形状に成形するようにしてい
る。
【特許文献１】特開２０００－２４７４７号公報
【特許文献２】特開２００６－３２８４８２号公報
【非特許文献１】宮本尚明、高木英俊、山下友一、岡知生、関口常久、「ネットシェープ
の極限を追求した鍛造ピストンの開発」、カロス出版、アルトピア、Vol.３７、No.１２
（２００７）、p.９～１７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した方法でピストン素材(1)を鍛造すると、図４Ａおよび図４Ｂに示すように、ピ
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ンボス部(13)の先端付近にしわ(R)が発生することがあって外観品質を損なうという問題
点があった。なお、図４Ａおよび図４Ｂは図２および図３の上下を逆転させた図であり、
図４Ａはピストン素材(1)の中心側からピンボス部(13)を見た図であり、図４Ｂは外周側
からピンボス部(13)を見た図である。また、(19)は後に穿設されるピン孔を示している。
【０００５】
　鍛造時に発生したしわは表面欠陥であってショットピーニング等で除去でき、除去によ
る減量分を見込んで肉盛りをしておけば、除去後の肉厚も確保することができる。しかし
ながら、除去を見込んで肉盛りをすることは材料コストの上昇となりピストン重量も重く
なる。さらに、除去作業を行うことも製造コスト上昇となる。
【０００６】
　また、鍛造時に潤滑剤量を増やすとしわが発生しやすくなる傾向があるため、しわを抑
制するために潤滑剤量を減らすと金型寿命が悪くなるという問題点もあった。
【０００７】
　なお、特許文献１は耐久性を高めた分割金型に関する技術であり、しわの抑制を目的と
したものではない。特許文献２は耐熱性および耐摩耗性に優れた鍛造用素材であり、非特
許文献１は精密鍛造を狙った、伸び率改善を目的として限界加工率を高めた鍛造用素材で
あり、いずれもしわ(R)の抑制に関するものではない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した技術背景に鑑み、本発明は、鍛造時にしわが発生する原因を究明することによ
り完成したものであり、ピンボス部におけるしわの発生を抑制しうるピストン素材の製造
方法の提供を目的とする。
【０００９】
　即ち、本発明のピストン素材の製造方法は下記［１］～［５］に記載の構成を有する。
【００１０】
　［１］ランド部の裏面側にピンボス部が突設されたアルミニウム合金製ピストン素材を
製造する方法であって、
　一次素材を１５％以上、好ましくは２０％以上の据え込み率で冷間据え込み加工して予
備成形品を成形する予備成形工程と、
　前記予備成形品を加熱して再結晶させる熱処理工程と、
　熱処理した予備成形品を熱間鍛造加工し、ランド部からピンボス部を立ち上がらせる成
形を行ってピストン素材を成形する本成形工程と
を有することを特徴とするピストン素材の製造方法。
【００１１】
　［２］前記熱処理工程を本成形工程の予備加熱工程として行う前項１に記載のピストン
素材の製造方法。
【００１２】
　［３］前記予備成形工程における冷間据え込み加工を２００℃以下の実体温度で行う前
項１～２のいずれかに記載のピストン素材の製造方法。
【００１３】
　［４］前記熱処理工程において予備成形品を４００～４８０℃に加熱する前項１～３の
いずれかに記載のピストン素材の製造方法。
【００１４】
　［５］前記本成形工程における熱間鍛造加工を４００～４８０℃の実体温度で行う前項
１～４のいずれかに記載のピストン素材の製造方法。
【発明の効果】
【００１５】
　上記［１］に記載の発明によれば、予備成形工程において１５％以上の据え込み率で冷
間据え込み加工によって予備成形品を成形すると残留歪みが発生する。熱処理工程におい
て前記予備成形品に熱処理を施すと、残留歪みが結晶核となって微細な再結晶組織が形成
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される。このような微細再結晶組織をもつ予備成形品を本成形工程で熱間鍛造加工すると
、ピンボス部が立ち上がっていく過程で鍛造面に露出している微細な凹凸が寄り添ってい
き最終的に凹部が閉じる。凹凸は微細なものであるから、凹部が閉じると、凹部が消失し
てしわとして残らないか、あるいはしわとして残った場合でも浅く小さいものとなる。そ
の結果、外観品質の良いピストン素材を効率良く製造することができる。
【００１６】
　また、予備成形品の再結晶組織が微細化されていることで伸びが良くなり、突出部の立
ち上がりが急でメタルフローの方向が急激に変化する箇所に発生しがちな割れや、複数方
向のメタルフローが出合う箇所に発生しがちな巻き込み欠陥も抑制することができる。
【００１７】
　また、しわの発生が抑制されるため、熱間鍛造加工において、しわ防止を目的とした潤
滑剤量の減量を行う必要がなくなり、金型寿命を延ばすことができる。
【００１８】
　さらに、据え込み加工で予備成形するので、一次素材はピストン素材の直径よりも細径
材を用いることになり、長尺材から一次素材の材料取りを行う際に切り粉として無駄にな
る量が少なくなり、材料歩留まりが向上する。
【００１９】
　上記［２］に記載の発明によれば、再結晶化のための熱処理を本成形のための予備加熱
工程として行えるので、効率良くピストン素材を製造することができる。
【００２０】
　上記［３］に記載の各発明によれば、残留歪みを十分に発生させることができる。
【００２１】
　上記［４］［５］に記載の各発明によれば、十分に再結晶させて微細な組織を形成する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１～３は、本発明の製造方法によって製造されるピストン素材(1)である。なお以下
の説明においては、図１の紙面に向かって「上下方向」を「前後方向」、「左右方向」を
「左右方向」とし、図２、３の紙面に向かって「上下方向」を「上下方向」として説明す
る。
【００２３】
　これらの図に示すように、このピストン素材(1)は、円形のランド部(11)と、その下面
側（裏面側）に設けられた一対のスカート部(12)(12)、一対のピンボス部(13)(13)、サイ
ドウォール部(14)とを一体に備えている。
【００２４】
　一対のスカート部(12)(12)は、ランド部(11)の下面側における外周縁部の左右両側端部
に、下方に突出するように設けられている。一対のピンボス部(13)(13)は、ランド部(11)
の下面側における中間部の前後両側に、下方に突出するように設けられている。サイドウ
ォール部(14)は、前後一対のピンボス部(13)(13)の左右両側にそれぞれ設けられ、前側の
ピンボス部(13)の左右両側と一対のスカート部(12)(12)の各前端部との間を連結するとと
もに、後側のピンボス部(13)の左右両側と一対のスカート部(12)(12)の各後端部との間を
連結する態様に、下方に突出するように設けられている。そして、一対のスカート部(12)
(12)、一対のピンボス部(13)(13)およびサイドウォール部(14)に囲まれた中央領域(18)は
、これら(12)(13)(14)の突出により凹陥状に形成されている。さらに、外周壁(15)とピン
ボス部(13)およびサイドウォール(14)との間には凹陥状の３個の肉盗み部(17)が形成され
、隣り合う肉盗み部(17)(17)間の非凹陥部がリブ部(16)として形成されている。
【００２５】
　図５Ａおよび図５Ｂは、鍛造用素材(3)から前記ピストン素材(1)を鍛造するための鍛造
用金型（ダイセット）を示す概略断面図である。
【００２６】
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　鍛造用金型(20)は、下金型(21)と、成形用荷重を付与する上金型(22)とを備えている。
【００２７】
　下金型(21)は、図外のベースフレーム上に設置されている。この下金型(21)は、ピスト
ン素材(1)の下面側（裏面側）および外周面を成形するもので、平面視円形の成形孔(23)
を有している。この成形孔(23)の内径寸法は、成形するピストン素材(1)のランド部(11)
の外径寸法に対応して形成されている。
【００２８】
　下金型(21)の成形孔(23)における底壁部には、成形するピストン素材(1)のスカート部(
12)、ピンボス部(13)、サイドウォール部(14)、外周壁部(15)およびリブ部(16)に対応し
て、スカート部形成用溝部（図示なし）、ピンボス部形成用溝部(24)、サイドウォール部
形成用溝部（図示なし）、外周壁部形成用溝部(25)およびリブ部形成用溝部（図示なし）
が形成されるとともに、肉盗み部(17)に対応して、肉盗み部形成用凸部(26)が形成されて
いる。また、スカート部形成用溝部、ピンボス部形成用溝部(24)、サイドウォール部形成
用溝部に囲まれた部分が突出し、中央領域成形用凸部(27)となされている。
【００２９】
　一方、上金型(22)は下金型(21)の上方に配置され、下金型(21)の成形孔(23)に嵌合され
てピストン素材(1)の上面側（表面側）を成形するパンチ(28)を備えている。(29)は加工
ボス部(11a)に対応する加工ボス部成形用凹部である。前記パンチ(28)は図外のホルダー
の下面に取り付けられ、図示されない昇降手段によって昇降駆動される。
【００３０】
　そして、図５Ｂに示すように、ホルダーの降下によりパンチ(28)が下金型(21)の成形孔
(23)内にセットされた鍛造用素材(2)(3)に打ち込まれて、その鍛造用素材(2)(3)に高荷重
を付与できるようになっている。
【００３１】
　本発明者らは、前記鍛造用金型(20)を用いたピストン素材(1)の製造において、ピンボ
ス部(13)にしわ(R)が発生する原因を以下のとおりに究明した。
【００３２】
　図６は、断面円形の連続鋳造材をその鋳造軸に直交する面でスライス切断した円柱形素
材(2)の縦断面図である。この円柱形素材(2)は本発明における一次素材の１種であり、従
来の鍛造用素材として使用されているものである。かかる連続鋳造材を切断した円柱形素
材(2)のマクロ組織は、中心部(31)が粒状晶、外周部(32)が柱状晶であり、その中間部(33
)には羽毛晶が形成されたものである。径方向におけるこれらの組織のおおよその割合は
、中心部(31)の粒状晶が半径（ｒ）の１／４、中間部(33)の羽毛晶が半径（ｒ）の２／４
、外周部(32)の柱状晶が半径（ｒ）の１／４である。粒状晶の中心部(31)が主にピンボス
部(13)の予定部位、羽毛晶の中間部(33)が主にサイドウォール部(14)およびリブ(16)の予
定部位、柱状晶の外周部(32)が主にスカート部(12)およびランド部(11)の予定部位となっ
ている。
【００３３】
　図１～３に参照されるように、ピストン素材(1)は凹陥状の中央領域(18)を隔てて一対
のピンボス部(13)(13)が突出しているから、前記マクロ組織をもつ一次素材(2)を前記鍛
造用金型(20)で鍛造してピストン素材(1)を成形すると、中心部(31)の粒状晶の領域から
ピンボス部(13)(13)が直角に立ち上がる。このピンボス部(13)が立ち上がる過程で鍛造面
に露出している粒状晶の凹凸が寄り添っていき、凹凸を巻き込んだ状態で成形が完了する
と凹部が閉じられてしわ(R)となる（図４Ａおよび図４Ｂ参照）。また、ピンボス部(13)
はランド部(11)から立ち上がるように成形されるので、鍛造過程の終末期に成形されるピ
ンボス部(13)の先端付近にしわ(R)が発生する。このような過程を経て形成されるしわ(R)
は、凹部が閉じられており表面層に存在しているに過ぎないが、しわ(R)の発生により外
観不良となる。
【００３４】
　結晶粒に起因する凹凸の巻き込みはスカート部(12)等の他の突出部でも発生するが、し
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わはピンボス部(13)に集中して発生する。これは、ピンボス部(13)は他の突出部よりも厚
肉であり、広い領域からかつ多方向から金属が寄り合わさって形成されるためにメタルフ
ローが複雑になり、その結果しわが発生しやすいと考えられる。また、しわの発生しやす
いピンボス部(13)形状として、円弧形状の小さいもの挙げることができる。かかる形状で
は、成形途中でピンボス部(13)およびノック部（図示省略）に急激なメタルフローが表面
に集中しやすいために、寄りしわが発生しやすい。さらに、肉盗み部(17)によってピンボ
ス部(13)の立ち上がり高さが高くなるものは、メタルフローが長くなるためにしわが発生
しやすい。一方、スカート部(12)のような薄肉の突出部では凹凸を巻き込んでも成形完了
時には消失してしまい、しわとして残らない、あるいは残りにくいと考えられる。
【００３５】
　本発明は、しわの発生が鍛造に供する素材の結晶組織に起因することに着目し、鍛造に
供する素材として微細な結晶組織を有するものを使用し、かつその微細結晶組織を冷間据
え込み加工とその後の熱処理によって製造するものとした。即ち、一次素材を所定の据え
込み率で冷間据え込み加工して鍛造に適した形状の予備成形品に成形するとともに残留歪
みを発生させ、その後の熱処理において発生させた残留歪みを結晶核として再結晶させる
ことによって組織の微細化を行う。そして、目的形状への本成形には微細な再結晶組織を
もつ予備成形品を供する。
【００３６】
　本発明の製造方法によって抑制するしわとは凹部が閉じた状態のものであって、割れと
は外観が異なり、発生原因や発生し易い部位も異なる。割れとは限界加工率を超えると発
生し、成形途中で結晶粒界に沿って開いたクラックが内部に達していき、成形が完了して
も閉じることなく開いたままで亀裂として残っているものであり、突出部の立ち上がり部
のようにメタルフローの向きが急に変化する箇所に発生しやすい。しわが表面欠陥である
のに対し、割れは結晶粒界に沿ってもっと深い部分にまで亀裂が進んでいる内部欠陥であ
る。このような割れは、材料の可塑性や限界加工率が低い場合に発生し、メタルフローの
方向が急激に変化する部位に発生しやすい。例えば、ランド部(11)の裏面側から突出する
ピンボス部(13)側面の立ち上がり部や、ランド部(11)の冠面側に突出する加工ボス部(11a
)側面の立ち上がり部に発生しやすく、ピンボス部(13)の先端付近に発生するしわ(R)とは
発生部位も異なる。図４Ｂにおいて(C)はピンボス部(13)側面の立ち上がり部に発生した
割れを示している。
【００３７】
　また、割れと同様な亀裂欠陥として巻き込み欠陥(M)が生じることがある。複雑なメタ
ルフローが形成される形状では、突出部の立ち上がり方向とは異なる方向にメタルが回り
込み、このメタルの回り込みによってまわりのメタルを巻き込みながら突出部が立ち上が
っていく。巻き込まれたメタルは襞が折り畳まれるようにして閉じるが、閉じた跡として
線状に残ったものが巻き込み欠陥(M)であり、表面層がオーバーラップしたように見える
ことがある。図４Ｂに参照されるように、巻き込み欠陥(M)は、サイドウォール部(14)か
らのメタルフロー、肉盗み部(17)から遅れて立ち上がるメタルフロー、急激に立ち上がる
ピンボス部(13)のメタルフローが出合う箇所に発生しやすい。巻き込み欠陥(M)は、内部
に虚ろな部分は無く外観上も閉じているが、内部にメタルの巻き込み跡が残っている。メ
タルの巻き込み状態によっては強い巻き込み跡が残っている。
【００３８】
　本発明の副次的効果として、予備成形とその後の熱処理によって素材の再結晶組織を微
細化することにより、割れ欠陥および巻き込み欠陥の発生を抑制できる。
【００３９】
　以下に、本発明のピストン素材の製造方法について、材料と工程について詳述する。
【００４０】
　ピストン素材(1)の材料としては、高温下で高強度が要求される部材であることから、
Ｓｉ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｍｇ、Ｆｅを含有するアルミニウム合金を用いることが好ましい。例
えば、Ｓｉ：１０．５～１３．５質量％、Ｃｕ：３～５質量％、Ｎｉ：１～３質量％、Ｆ
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ｅ：０．１～０．５質量％、Ｍｇ：０．２～１．２質量％、Ｍｎ：０．１～０．４質量％
、Ｃｒ：０．１～０．４質量％を含有するアルミニウム合金、あるいはＳｉ：１１～１２
質量％、Ｃｕ：３～５質量％、Ｍｇ：１～１．４質量％およびＦｅ：４～６質量％を含有
するアルミニウム合金である。前者の合金において、好ましいＳｉ濃度は１１．５～１３
質量％、好ましいＣｕ濃度は３．５～４．５質量％、好ましいＮｉ濃度は１．５～２．５
質量％、好ましいＦｅ濃度は０．２～０．５質量％、好ましいＭｇ濃度は０．３～１質量
％である。後者の合金において、好ましいＳｉ濃度は１１．５～１２質量％、好ましいＣ
ｕ濃度は３．５～４質量％、好ましいＭｇ濃度は１．２～１．４質量％、好ましいＦｅ濃
度は４．５～５．５質量％である。いずれの合金においても、残部はＡｌおよび不可避不
純物である。これらのアルミニウム合金は高温強度が高くピストン素材に適している。
【００４１】
　さらに、前記アルミニウム合金にはピストン素材としての機能を損なわない限り他の元
素を添加することができ、かかるアルミニウム合金を用いた場合も本発明に含まれる。
【００４２】
〈材料取り〉
　据え込み加工に供する一次素材(2)の製造方法や形状は限定されず、例えば連続鋳造材
や押出材をスライス切断したもの、急冷凝固した金属粉末を固形化して押出した押出材を
スライス切断したもの等を用いる。上記しわの発生原因の説明において連続鋳造材を例示
したが、本発明における一次素材は連続鋳造材に限定するものではない。冷間据え込み加
工による残留歪みの発生と、その後の熱処理とによって予備成形品の再結晶組織を微細化
させることができれば、本成形工程においてしわの発生を抑制できるからである。
【００４３】
　一次素材(2)はピストン素材(1)の体積に相当する体積の円柱形が好ましく、要すれば面
削を行って体積調整する。
【００４４】
〈予備成形工程〉
　一次素材(2)に対して冷間据え込み加工を行って予備成形品(3)を製作する。この冷間据
え込み加工によって拡径し、より本成形に適した形状に成形するとともに、予備成形品(3
)に残留歪みを発生させる。据え込み率は下記式で表され、十分な残留歪みを発生させる
ために、１５％以上の据え込み率で加工する。好ましい据え込み率は２０％以上である。
据え込み時に割れや座屈が発生しない限り据え込み率の上限に制限はなく、割れや座屈が
発生しない範囲で据え込み率を適宜設定することができる。例えば、上述したアルミニウ
ム合金の場合は５０％以下の据え込み率で予備成形品(3)を成形することが好ましい。
【００４５】
　　据え込み率（％）＝（加工により減少した高さ／加工前の高さ）×１００
　予備成形品(3)の形状は限定されないが、ピストン素材(1)のランド部(11)径と同等ある
いは近似した径寸法とすることが好ましい。また、ピンボス部(13)、スカート部(12)等の
突出部の成形予定部位を厚肉に成形することや、下金型(21)の成形孔(23)との位置合わせ
部を成形することも好ましい。
【００４６】
　据え込み加工温度は冷間である限り限定されない。上述したアルミニウム合金の再結晶
温度は約３８０℃であり、この再結晶温度よりも低い温度で据え込み加工を行う必要があ
る。例えば再結晶温度の１０～６０％の実体温度とするのが好ましい。残留歪みを十分に
発生させるには２００℃以下の実体温度で行うことが好ましく、さらに５０～２００℃が
好ましく、特に１００～１５０℃が好ましい。具体的には、金型を加熱することなく、常
温（約２０℃）の一次素材(2)に対して据え込み加工を行えば良い。一次素材(2)が常温で
あっても多数個の素材を連続投入して据え込み加工すると加工熱によって素材も金型も温
度が上昇するが、加工上がりの予備成形品(3)温度は上記範囲であり、連続運転中の金型
温度も５０～２００℃、好ましくは１００～２００℃の範囲内で推移する。従って、常温
の一次素材(2)を加熱しない金型を用いて据え込み加工を行えば上記範囲の実体温度が達
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成されて、所期する残留歪みをもった予備成形品(3)を製作することができる。実体温度
を維持する投入速度で連続運転することにより、本発明の予備成形工程とすることができ
る。
【００４７】
　なお、本発明の予備成形工程は残留歪みを発生させることが目的であり、適正な残留歪
みを発生させるために素材や金型の温度制御を行うことを排除するものではない。
【００４８】
　また、据え込み加工を行うに際しては、一次素材(2)には化成皮膜処理、ボンデ処理等
により潤滑性を付与しておくことが好ましい。
【００４９】
〈熱処理工程〉
　前記予備成形品(3)に対して本成形前の予備加熱工程として熱処理を行い、その熱処理
条件によって本発明の予備成形工程で生じさせた残留歪みを結晶核とする微細な再結晶組
織を形成する。熱処理温度は再結晶温度よりも高い温度で行うものとし、上述したアルミ
ニウム合金の場合は実体温度として３８０℃以上で行う。好ましい温度は４００～４８０
℃であり、特に４００～４４０℃が好ましい。また、微細な再結晶組織を十分に形成する
ために、加熱時間は１０～６０分間が好ましく、特に２０～４０分間が好ましい。
【００５０】
　本工程は、本成形工程の直前に本成形のための予備加熱工程として行うことができるの
で効率良くピストン素材を製造することができる。勿論、本成形工程の予備加熱工程から
独立して行っても良い。
【００５１】
〈本成形工程〉
　予備成形品(3)に必要に応じて潤滑剤を塗布し、図５Ａおよび図５Ｂに例示した鍛造用
金型(20)を用いて熱間鍛造加工を行い、ピストン素材(1)を成形する。予備成形品(3)の再
結晶組織が微細化されているので、鍛造面に露出している結晶粒による凹凸も微細である
。そして、成形の進行に伴ってピンボス部(13)が立ち上がっていき、凹凸が寄り添って最
終的に凹部が閉じると、凹部が消失するか、あるいはしわ(R)として残った場合でも浅く
小さいものとなり、しわ(R)の発生が抑制される。
【００５２】
　鍛造時の実体温度は前工程の熱処理工程に準じ、再結晶温度よりも高い３８０℃以上（
実体温度）で行う。好ましい鍛造温度は４００～４８０℃であり、特に４００～４４０℃
が好ましい。
【００５３】
　上記実体温度を維持するために上下の金型(21)(22)を加熱しながら鍛造することが好ま
しい。好ましい金型温度は２００～３５０℃であり、特に２５０～３００℃が好ましい。
【００５４】
　エンジンピストンは高温下で使用されるため、鍛造したピストン素材(1)は高温下での
寸法変化を抑制するためにＴ７処理等により調質を行い、その後ピン孔(19)等が穿設され
てピストンとなる。
【００５５】
　前記予備成形品(3)は再結晶組織が微細化されているので、一次素材(2)よりも伸びが良
くなっている。このため、突出部の立ち上がり部分に発生し易かった割れ(C)や、複数の
メタルフローが出合う箇所に発生し易かった巻き込み欠陥(M)も抑制される（図４Ａおよ
び図４Ｂ参照）。しわの発生を抑制できる条件で予備成形工程、熱処理工程および本成形
工程を順次実施すれば、割れや巻き込み欠陥の発生を十分に抑制できる。従って、本発明
の方法によれば、しわに加えて割れおよび巻き込み欠陥も抑制できる。
【００５６】
　以上のように、本発明の方法によればピンボス部のしわ、ならびに突出部の割れや巻き
込み欠陥の発生を抑制できるので、しわ除去を前提とした肉盛りやショットピーニング等



(9) JP 2010-43593 A 2010.2.25

10

20

30

40

によるしわの除去作業が不要となり、外観品質の良いピストン素材を効率良く製造するこ
とができる。また、しわの発生が抑制されるため、熱間鍛造加工において、しわ防止を目
的とした潤滑剤量の減量を行う必要がなくなり、金型寿命を延ばすことができる。さらに
、据え込み加工で予備成形するので、一次素材はピストン素材の直径よりも細径材を用い
ることになり、長尺材から一次素材の材料取りを行う際に切り粉として無駄になる量が少
なくなり、材料歩留まりが向上する。
【００５７】
　本発明を適用するピストン素材の形状は図示例のものに限定されないが、本発明はメタ
ルフローが長く複雑でしわが発生しやすい形状のピストン素材に好適に用いられる。
【００５８】
　しわの発生しやすい形状として、ピンボス部(13)に肉盗み部(17)が隣接しているものを
挙げることができる。肉盗み部(17)によってピンボス部(13)の実質的な立ち上がり高さが
高くなってメタルフローが長くなるためである。図３に示すように、肉盗み部(17)の深さ
（Ｌ）が５ｍｍ以上、特に７．５ｍｍ以上である場合に、本発明の適用意義が大きい。
【００５９】
　また、肉盗み部(17)の底部の位置（Ｓ１）と凹陥状中央領域(18)の底部の位置（Ｓ２）
とに差があるものは、ピンボス部(13)の両側でメタルフローのバランスが偏るので、メタ
ルの寄りが多くなってしわが発生しやすい。
【００６０】
　また、ピンボス部(13)の立ち上がり方向において、表面積の頂点に向かっての減少率が
大きいものはメタルの寄りが多くなってしわが発生しやすい。
【００６１】
　さらに、肉盗み部(17)にリブ(16)が設けられており、そのリブ(16)がピンボス部(13)に
繋がっている場合は、ピンボス部(13)の根元側（ランド部側）の表面積は実質的にリブ(1
6)を含む大きなものとなり、頂点側との表面積の差が拡大されるためにメタルの寄りが多
くなってしわが発生しやすい。
【００６２】
　前記表面積は、例えばピンボス部(13)あるいはリブ(17)を含む領域を、ピンボス部(13)
の立ち上がり方向に直交する面で切断した断面の輪郭線として評価することができる。
【００６３】
　なお、肉盗み部やリブの無いピストン素材の製造も本発明に含まれる。これらが無い場
合でもしわが発生する場合は本発明を適用する意義があるからである。
【実施例】
【００６４】
　表１に示す組成のアルミニウム合金を用い、図７に参照されるように、材料取り、予備
成形工程、熱処理工程、本成形工程を順次実施して図１に示すピストン素材(1)を製作し
た。
【００６５】
　表１において、材料記号Ａ、Ｂ、Ｃは断面円形の連続鋳造材であり、材料記号Ｄは急冷
凝固した粉末を固形化したものを押出した断面円形の押出材である。前記各材料記号につ
き、５種類の直径（７０ｍｍ、６８ｍｍ、６５ｍｍ、６２．５ｍｍ、６０ｍｍ）の材料を
準備した。
【００６６】
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【表１】

【００６７】
〈材料取り〉
　Ａ～Ｃの連続鋳造材およびＤの押出材を、ピストン素材(1)と同等体積となるように、
表２の厚さにスライスし、この円柱形材を一次素材(2)とした。
【００６８】

【表２】

【００６９】
〈予備成形工程〉
　表３の比較例１、１１、２１、３１を除いて、各一次素材(2)に対して表２、３に示す
据え込み率で冷間据え込み加工を行い、ピストン素材(1)のランド部(11)の直径と同等の
７０ｍｍに拡径し、予備成形品(3)を得た。据え込み加工は、一次素材(2)にボンデ処理を
施して潤滑性を付与し、加熱も冷却もしない常温（室温約２０℃）の金型に常温の一次素
材(2)を投入して行うものとし、各例につき１０００個の予備成形品(3)を連続的に加工し
た。加工熱により予備製品(3)の温度は上昇したが、加工上がりの予備成形品(3)の温度お
よび連続運転中の金型温度は２００℃以下であり、据え込み加工は冷間で行われた。
【００７０】
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【表３】

【００７１】



(12) JP 2010-43593 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

〈熱処理工程〉
　各予備成形品(3)（比較例１、１１、２１、３１は一次素材(2)と同じ）を表３に示す条
件で熱処理した。この熱処理は本成形のための予備加熱である。
【００７２】
　予備加熱後の予備成形品(3)について縦断面の結晶組織（マクロ組織）を観察したとこ
ろ、表３に示すものであった。各実施例の予備成形品(2)は中心部から外周部に至るまで
微細化されていた。一方、各比較例は中心部の粒状晶が微細化されておらず、据え込み率
１３．９％の比較例３、１３、２３、３３が据え込み前よりも粒状晶が小さくなった程度
であった。
【００７３】
〈本成形工程〉
　前工程で予備加熱した予備成形品(3)を、図５Ａおよび図５Ｂに示すように、黒鉛系潤
滑剤を塗布した鍛造用金型(20)で熱間鍛造してピストン素材(1)を成形した。金型(20)は
加熱するものとし、連続運転中の金型温度は表３に記載した範囲内で変動し、加工直後の
ピストン素材(1)の温度は表３に記載した範囲であった。これらの温度により、ピストン
素材(1)は熱間で鍛造されたことを確認した。
【００７４】
　実施例および比較例で製作したピストン素材(1)を観察し、ピンボス部(13)の先端近傍
のしわ(R)の発生状況、ピンボス部(13)、スカート部(12)、サイドウォール部(15)、ラン
ド部(11)の冠面側の加工ボス部(11a)の各突出部における割れ(C)または巻き込み欠陥(M)
の発生状況を調べ、下記の基準で評価した。
【００７５】
（割れ）
　×：外観上亀裂が開いており、内部にまで残っている。
　△：外観上閉じているが、亀裂線があり内部まで残っている
　○：発生なし
【００７６】
（巻き込み欠陥）
　×：外観上表面層がオーバーラップしていて線状のスジが残り、内部まで強い欠陥が残
っている
　△：表面層に線状のスジが残り、内部にまで微小欠陥が残っている
　○：発生なし
【００７７】
（しわ）
　×：外観上表面部に閉じたしわが多数発生
　△：外観上表面部に閉じたしわが１～３本発生
　○：発生なし
【００７８】
　表３に示すとおり、所定の条件で冷間据え込み加工およびその後の熱処理を行った各実
施例では、しわ、割れ、巻き込み欠陥のない、あるいは抑制されたピストン素材を製造す
ることができた。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明によれば、ピストン素材のピンボス部のしわの発生を抑制でき、外観品質の良い
製品を効率良く製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明によって製造するピストン素材の下面図である。
【図２】図１のピストン素材の正面図である。
【図３】図１のピストン素材の断面図である。
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【図４Ａ】従来の方法で製造されたピストン素材において、ピンボス部にしわが発生した
状態を示す要部斜視図であり、中心側からピンボス部を見た図である。
【図４Ｂ】図４Ｂのピストン素材を外周側から見た要部斜視図である。
【図５Ａ】図１のピストン素材を鍛造するための鍛造用金型の模式的断面図であり、鍛造
前の状態を示している。
【図５Ｂ】図１のピストン素材を鍛造するための鍛造用金型の模式的断面図であり、鍛造
完了時の状態を示している。
【図６】連続鋳造材からなる一次素材のマクロ組織を示す模式的断面図である。
【図７】実施例におけるピストン素材の製造工程を示すフロー図である
【符号の説明】
【００８１】
1…ピストン素材
2…一次素材（鍛造用素材、円柱形素材）
3…予備成形品
11…ランド部
12…スカート部
13…ピンボス部
14…サイドウォール部
20…鍛造用金型
21…下金型
22…上金型
R…しわ
C…割れ
M…巻き込み欠陥

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】 【図７】
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